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言語プロトコル通信における基本的枠組みの再考察
Review of the Basic Framework for Language Protocol Communication Method
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This paper reviews the framework for language protocol communication mthoed proposed in 2002 and discusses
the advantages of using natural language as a computer communication protocol and the orientation for realizating
the method as a practical one for industry.

1. はじめに

言語プロトコル通信は，日常言語コンピューティングを実現
するための要素技術の一つとして提案された [小林 02]．基本
的なコンセプトは，様々な情報通信機器に対して，通信規約を
自然言語にすることにより，個々の通信機器が他の通信機器と
通信する際に必要となる統一的な通信規約の制定作業にかかる
コストを削減しようというものである．しかし，自然言語は，
本来あいまいなものであり，その意味解釈は状況に依存してし
まうなど通信規約としてのデメリットが存在する．先行研究に
おいては，そのデメリットを利点とする「あいまいだからこそ
頑健な通信を実現できる」ということを主張し，通信プロトコ
ルを自然言語にすることによる通信方法の概要を説明した．本
稿では，自然言語を通信規約にする利点を再考する．

2. 言語プロトコル通信の基本的枠組み

従来の通信プロトコルは統一された規格の解釈をコミュニ
ケーション対象間で 100％共有することにより，通信を実現し
てきた．しかし，我々，ヒトは発話された言葉の言いまわしと，
他人と共有していると信じている状況しか情報を共有すること
なくコミュニケーションを達成している．このようなコミュニ
ケーションが成立する理由は，我々がコミュニケーションのた
めに使用している通信プロトコルである自然言語が，柔軟な通
信規約となっているためと考える．柔軟な規約における通信と
は何かを考えると，「通信のための規約が完全に一致していな
くてもコミュニケーションできる」ということに他ならない．
これは，自然言語によるコミュニケーションの場合は伝えられ
た情報の解釈を受け手に委ねるというコミュニケーションの形
態をとっていることにより達成されている．そのために発話者
の意図とは異なる解釈（つまり誤解など）もコミュニケーショ
ンの中に発生してしまうが，100％の意図伝達はできないなが
らもコミュニケーションが成立する，柔軟かつ頑健性の高い通
信が達成されている．この自然言語による通信手段の仕組みを
「言語プロトコルによる通信手法」の基礎と位置付け，コンテ
クストを含めた言語の意味体系のデータベースである，セミオ
ティックベース [伊藤 01]を用いて，通信テクストの意味を理
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解し [伊藤 03]，コンテクストと意味特徴をプロトコルにした
がって通信する新しい通信手法を提案した [小林 02]．言語プ
ロトコルによる通信概要を図 1に示す．

図 1: 言語プロトコルを利用した通信方法

図 1 は，クライアントＡの発話を秘書エージェントがクラ
イアントＡのセミオティックベースの言語資源を用いて，言
語プロトコルの配信コンテンツを生成する．生成されたコン
テンツを，クライアント Bの秘書エージェントがクライアン
トＢのユーザプロファイル情報（「クライアントモデル」と
呼ぶ）に基づいて，クライアントＢに理解できるように言い
換える．また，アプリケーションソフトウェアを操作する際
には，言語アプリケーションプログラミングインタフェース
（LAPI(Languge Application Programming Interface) と呼
ぶ）[岩爪 02, 岩爪 03]を通じて，自然言語資源からなる配信
コンテンツをアプリケーションソフトウェアの操作コマンドに
結びつける．
上記の通信手法の基本的な考えは，配信コンテンツの解釈を

相手に委ねることを基礎とすることである．ここで，「解釈を
相手に委ねる通信」において，相手の解釈の範囲をどの程度の
制限を持たせるかが問題になる．自然言語によるコミュニケー
ションを成立させるために必要となる処理には，一般的に自然
言語の理解の問題に帰着されることになる．
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3. 自然言語を通信規約とする利点

自然言語を通信プロトコルにすることは，従来 100%のデー
タの共有の下，通信が成り立っていたところに柔軟性を持たせ
ることになる．通信規約とは通信対象物の間で通信を成り立た
せるための人為的な取り決めである．これに対して，自然言語
は人がコミュニケーションを行うために自然に存在するに至っ
た通信規約であり，人が認識する意味のすべてを表現する機能
を持った通信規約である．そのため，いかなる人工的な通信規
約も自然言語が表現するメッセージを表現するには及ばない．
しかし，このことは利点と欠点の表裏一体をなしており，実際
には人と比べて，機械のような限られた対象世界のみに言及
し，限られた情報量と限定された通信のみで有用である場合も
あり，通信に対する頑健性と合理性は必ずしも一致することは
ないと考えられる．このことは一概にすべての通信規約を自然
言語に変更することに優位性を見出してはいないことを示唆す
る．この事実を受け止めながら，自然言語を通信規約とするこ
との利点の所在を考える．

図 2: 言い換えのメカニズムを利用したマッチング

自然言語を媒介とする通信には，通信機器のみならず人も
通信対象に入ることができる．通信機器の操作モデルを言葉に
よって表現し∗1，その言葉と入力情報となる言葉をマッチング
させることによって対象となる通信機器の操作を可能にする．
図 2 に示すように通信機器Ａと通信機器Ｂはそれぞれ操作モ
デルが個別の自然言語により表現されているので，これらの異
なる自然言語表現を言い換えのメカニズムを用いることにより
ＡとＢの言語モデルをつなぎ，通信を実現する．これは，Ａと
Ｂが通信可能であるかを意識することなく，また，それぞれの
操作を個別に自然言語表現し，言い換え可能な範囲においてＡ
とＢの自然言語表現をマッチングさせる通信を実現することに
相当する．また，機器の種類や人などの通信対象の種類をも意
識することなく通信のための設定ができることをも意味する．
また，通信規約として使用される自然言語は翻訳メカニズムを
導入するこことにより特定する必要はなくなると想定される．
一方，人工的に制定される通信対象間の共通プロトコルは，

通常，用途に応じた必要十分かつ最小限の規約の設定を行い，
通信機器の種類ごとに規約の設定を行う．このことからも国際
的に統一された規約を制定するのには多くの合意をとる必要が
あり，時間もコストもかかることは容易にわかる．
また，自然言語という自然な通信規約は人工的な通信規約

とは異なり，時間的な変遷がとても緩やかである．そのため，
長い時間にわたりその仕様を大きく変更することなく使用し続

∗1 ＬＡＰＩの仕様に基づく自然言語表現の操作コマンドへのグラウ
ンディングに相当する．

けることができる可能性がある．この特性を利用し，様々な規
格を自然言語で表現し，自然言語で規格間の通信を達成させる
ことができれば，統一的なプロトコルを制定するのにかかる時
間やコストを削減できると考える（図 3 参照）．

図 3: 自然言語を媒介とする通信

4. おわりに

自然言語を通信プロトコルとして用いるためには解決すべき
大きな問題はたくさんある．本稿においては，とくに「言い換
え」，「翻訳」といった自然言語処理の技術，および自然言語表
現を操作コマンドに結びつけるグラウンディングの技術が重要
になってくると考察した．「言い換え」や「翻訳」の技術につい
ては，それらの研究において指摘されているように表層的な処
理（表現の変換）および深層的な処理（意味の処理）を考慮す
る必要がある．意味の処理に関しては，大規模なオントロジー
を必要とする可能性があり，このことはセミオティックベース
の資源と関連づけて考察する必要がある．また，通信における
セキュリティの問題や通信の保障に関する問題などは未だ手つ
かずの状態になってしまっている．これらの問題に対する解決
策が通信規約を自然言語にするということと矛盾している点も
存在するが，自然言語であることの利点をうまく活かしつつ，
セキュリティや通信の保障などを考えていくことが開発上，不
可欠であると考える．
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